
神戸市身体障害者自動車運転免許取得補助金支給要綱 

 

昭和４９年１２月２７日 

主 管 助 役 決 裁 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、身体障害者の福祉の増進を図り、その自立更生を助長するため、自

動車の運転免許の取得に要した経費を補助することに関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（受給資格） 

第２条 補助金の支給を受けることができる者は、次の各号に該当するものとする。 

（１）身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）の規定による身体障害者手帳の

交付を受けている１８歳以上の者 

（２）市内に引続き１年以上居住している者（市外の社会福祉施設等に居住する者を含

む。）であって、市が身体障害者福祉法第９条の規定により援護の実施機関となるも

の 

（３）道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９９条第１項に規定する指定自動車

教習所において、技能を取得し、同法８５条第１項に規定する大型自動車、中型自

動車、準中型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車の運転免許を取得した者 

（４）運転免許取得後１年以内の者 

（５）運転免許取得に要した経費を自らの負担で指定自動車教習所に支払いをした者 

（補助金） 

第３条 補助金は、予算の範囲内において１人１回限りとし、身体障害者福祉法施行規則

（昭和２５年厚生省令第１５条）別表５号に定める１級から４級までの者については 

１０万円、５級及び６級の者については６万円を限度として免許を取得するために自ら

支払いをした経費の２分の１以内の額とする。 

（受給申請） 

第４条 補助金の支給を受けようとする者は、自動車運転免許取得補助金申請書をその居

住地を管轄する福祉事務所長を経由して市長に提出するとともに身体障害者手帳及び

取得した運転免許証を当該福祉事務所長に提示しなければならない。 

（支給決定） 

第５条 福祉事務所長は、前条の申請があったときは、申請者の住所、運転免許取得の有

無等を確認し、市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の提出を受けた場合は、その内容を審査し、支給を決定したときは自動

車運転免許取得補助金支給決定通知書（以下「支給決定通知書」という。）により、否

決したときは自動車運転免許補助金申請却下通知書により、その旨を申請者に通知する

ものとする。 

（補助金の支給） 



 

第６条 支給決定通知書を受けた者は、直ちに支給決定通知書及び請求書を福祉事務所長

を経由して市長に提出し、補助金の支給を受けるものとする。 

（補助金の返還） 

第７条 市長は、偽りの申請その他不当な手段により補助金の支給を受けたと認めた場合

は、既に支給した補助金の一部又は全部を返還させることができる。 

（申請書等の様式） 

第８条 申請書その他の書類の様式は、次の各号に定めるところによる。 

（１）自動車運転免許取得補助金申請書 様式第１号 

（２）自動車運転免許取得補助金支給決定通知書 様式第２号 

（３）自動車運転免許取得補助金申請却下通知書 様式第３号 

（４）請求書 様式第４号 

（施行細目） 

第９条 この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉局長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、昭和５０年１月１日に施行し、昭和４９年４月１日以降運転免許証を取

得した者について適用する。 

附 則 

この要綱は、昭和５２年４月１日から施行する。ただし、昭和５２年３月３１日以前

に運転免許証を取得した者に対する補助金額は、なお従前の例による。 

附 則 

この要綱は、昭和５５年４月１日から施行する。ただし、昭和５５年３月３１日以前

に運転免許証を取得した者に対する補助金の額については、なお従前の例による。 

附 則 

この要綱は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１０年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年２月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年 11月１日から施行する。 

 

  


